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他のDCに資産がある方の取扱
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他のDCに資産がある方は

個人型DC

前職の
企業型DC

個人型DC

自動移換
国民年金

基金連合会

当社の
企業型DC
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他のDCにある資産はDC加入後でも移換することができます

NRK WEBのメインメニューから「移換申込」を選択

「移換申込」より手続

⚫ ガイダンスに沿って手続を進めてください。

⚫ 企業型DCとiDeCoの各1回ずつ申込が可能です。

⚫ 以下のステップで手続を行います。

‐移換に関する注意事項

‐移換申込情報入力

‐移換金運用割合指定

‐申込内容確認

‐完了

⚫ 移換金に対する運用割合は、合計が100%になる

ように指定してください。

⚫ 「移換申込」メニューは、DCの加入者となったあとに

表示されますのでご留意ください。
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DC加入後に移換申込を行う場合
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前職の企業型DC資産を当社のDCに移換する場合

前職の企業型DCの加入者資格を喪失してから6ヵ月以内の方は、前職の企業型DCから当社のDC
に資産を移換することができます。
移換元情報の入力をして手続を進めてください。

お手元に移換元情報（前職の企業型DCの情報）がわかる資料を準備いただくと手続がスムーズです。
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1

2
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「企業型確定拠出年金」を
選択します。

1

事業主名称・事業主住所
を入力します。

2

記録関連運営管理機関を
選択します。
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iDeCo加入者の取扱について

⚫ 企業型DCの加入にあたり、現在iDeCoに加入されている方は、引き続きiDeCoで掛金の拠出や
運用のみを継続することも、iDeCoをやめて資産を企業型DCに移換することもできます。

⚫ いずれの場合も、iDeCoの運営管理機関でのお手続が必要になりますので、以下①②について確
認してください。
①下表にてご自身がA～Dのいずれに該当するかをご確認いただき、iDeCoの運営管理機関へご連絡

の上、お手続を実施してください。
②iDeCoで引き続き積み立てを行う場合（下表のAもしくはC）は、「iDeCoの掛金(月額)が2万円

以下」かつ「iDeCoと企業型DCの掛金(月額)の合計が5.5万円以下」となります。

（2023年12月1日現在）

※企業型DCにiDeCoの資産を移換する場合、企業型DC加入手続と同時または企業型DC加入後に移換申込を行ってください。

記
号

企業型DC
に移換

iDeCo掛金
拠出継続

該当者の説明 iDeCoの運営管理機関とのお手続内容

A

する

する
iDeCoの資産を企業型DCに移換し、

引き続きiDeCoで掛金拠出する。
・加入者他年金（企業年金等）加入状況等変更届

・事業所登録申請書兼第２号加入者に係る事業主の証明書

B しない
iDeCoの資産を企業型DCに移換し、

iDeCoはやめる。
・加入者資格喪失届

C

しない

する
iDeCoの資産を企業型DCに移換せず、

引き続きiDeCoで掛金拠出する。
・加入者他年金（企業年金等）加入状況等変更届

・事業所登録申請書兼第２号加入者に係る事業主の証明書

D しない
iDeCoの資産を企業型DCに移換せず、

iDeCoの掛金拠出はやめ、
iDeCoの運用指図者になる。

・加入者資格喪失届

※
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iDeCoの掛金拠出をやめてiDeCoの資産を当社のDCに移換する場合

iDeCoの掛金拠出をやめてiDeCoの資産を当社のDCに移換することができます。
※iDeCo加入者の取扱Bのパターン

移換元情報の入力をして手続を進めてください。

お手元に移換元情報（iDeCoの情報）がわかる資料を準備いただくと手続がスムーズです。
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「個人型確定拠出年金」を
選択します。

1

記録関連運営管理機関を
選択します。

2

1

2

「特定運営管理機関（JIS＆T）」

は選択の対象外です

×

別途、iDeCoの運営管理機関へ「加入者資格喪失届」を提出してください。
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自動移換されたDC資産を当社のDCに移換する場合
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「個人型確定拠出年金」を
選択します。

1

記録関連運営管理機関を
選択します。

2

前職の企業型DCの加入者資格を喪失してから移換の手続をしないまま6ヵ月を超えた場合は、国民
年金基金連合会に自動移換されます。

自動移換されたDC資産を当社のDCに移換することができます。
移換元情報の入力をして手続を進めてください。

1

2

「特定運営管理機関（JIS＆T）」

を選択してください
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にログインしてご利用ください。

インターネットとコールセンターのご案内

コールセンターインターネット（WEBサイト）

ご利用の際は、
ユーザーIDと暗証番号を
ご用意ください。

※画面はイメージです。実際と異なる場合があります

0120－977－436

平日：9:00～20:00
土日：9:00～17:00

DCなび

運用商品に関する情報提供をはじめ
とした総合的な窓口です。

NRK WEB

https://www.nrkn.co.jp/rk/login.htmlhttps://www.j-pec.co.jp/login-n/

運用の変更や残高の照会ができます。

よくあるご質問
（FAQサイト）

教えてネット
（インターネットからのお問合せ）
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